
1 杉浦大黒屋の別家制度

京
都
の
呉
服
商
杉
浦
三
郎
兵
衛
家
（
屋
号
、
大
黒
屋
。
創
業
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
））
で
は
、
初
代
の
頃
か
ら
別
家
制
度
が
採
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
明
治
期
に
も
維
持
さ
れ
続
け
た
。
小
稿
は
、
明
治
期
に
別
家
制
度
を
廃

止
し
た
商
家
が
あ
る
な
か
で
大
黒
屋
が
ど
の
よ
う
に
別
家
制
度
を
維
持
し
、
ま

た
、
別
家
制
度
の
中
身
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
今
回
検
討
し
た
結
果
か
ら
は
、
学
校
教
育
の
普
及
や
徴
兵
制
に
よ
る
影
響

が
大
黒
屋
の
雇
用
や
昇
進
面
に
及
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
、そ
れ
ら
が
「
登
り
」

の
制
度
の
形
骸
化
と
、
別
家
の
若
年
化
を
も
た
ら
し
た
一
因
で
あ
る
こ
と
が
見

え
て
き
た
。

は
じ
め
に

近
世
の
商
家
に
お
い
て
店
制
の
中
心
を
な
し
た
別
家
制
度
は
、
幕
末
・

維
新
期
の
社
会
情
勢
や
経
済
状
況
の
変
化
に
伴
っ
て
維
持
・
存
続
が
困
難

と
な
り
、
商
家
で
は
そ
の
廃
止
が
急
が
れ
た
。
し
か
し
、
明
治
期
に
制
度

を
廃
止
し
た
商
家
が
あ
る
一
方
で
、
明
治
以
降
も
制
度
を
存
続
し
続
け
た

商
家
も
あ
り
、
そ
の
廃
止
時
期
や
廃
止
に
至
る
ま
で
の
過
程
は
一
様
で
は

な
い
。

小
稿
で
取
り
上
げ
る
大
黒
屋
杉
浦
三
郎
兵
衛
家
は
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）創
業
の
京
都
の
呉
服
商
で
あ
る
。
同
家
で
は
初
代
の
頃
か
ら

別
家
制
度
が
採
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
以
降
明
治
期
も
維
持
さ
れ

て
、
現
時
点
で
は
大
正
後
期
に
制
度
が
存
続
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
ま
で
把

握
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
別
家
制
度
の
中
身
は
大
黒
屋
の
経
営
の
進
展
に

伴
っ
て
変
化
し
た
。
江
戸
期
に
見
ら
れ
た
変
化
と
し
て
は
、
二
代
目
の
頃

に
別
家
を
許
さ
れ
る
こ
と
は
「
暖
簾
分
け
」（
＝
独
立
自
営
）
を
意
味
し
た

が
、
四
代
目
の
頃
に
な
る
と
勤
番
と
し
て
店
舗
の
管
理
・
監
督
業
務
に
就

く
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
家
業
を
営
む
に
は
一
定
の
条
件
を
満
た
す
必

要
が
あ
っ
た
点
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
小
稿
は
明
治
初
期（
明
治
一
六
年
）

ま
で
進
め
て
き
た
同
家
の
別
家
制
度
研
究
を
明
治
中
後
期
（
一
七
〜
四
五

年
）
ま
で
広
げ
、
明
治
期
に
お
け
る
同
家
の
別
家
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
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検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

検
討
の
基
礎
史
料
に
は
、
同
志
社
大
学
経
済
学
部
所
蔵
の
杉
浦
三
郎
兵

衛
著
『
日
記
』（
以
下
、
文
中
で
『
日
記
』
と
記
し
た
場
合
は
こ
れ
を
指

す
）
を
用
い
た
。『
日
記
』
を
記
し
た
杉
浦
三
郎
兵
衛
と
は
大
黒
屋
の
歴
代

当
主
が
名
乗
っ
た
名
前
で
、
当
該
時
期
（
明
治
一
七
〜
四
五
年
）
は
九
代

杉
浦
利
貞
か
ら
一
〇
代
杉
浦
利と
し
た
か挙

の
代
に
当
る
。『
日
記
』の
内
容
は
杉
浦

家
家
内
の
諸
事
全
般
及
び
、
大
黒
屋
の
店
務
記
録
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
、

九
代
杉
浦
利
貞
が
一
時
期
上
京
区
長
を
勤
め
て
い
た
関
係
上
、
京
都
市
政

に
関
連
し
た
記
述
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、『
日
記
』
は
横
長
帳
で
一
年
分
が

一
〜
六
月
と
七
〜
一
二
月
の
二
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
が
欠
冊
し
て
い
る
箇

所
が
あ
り
、
そ
の
部
分
は
別
資
料
で
補
足
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
も
不
可

能
な
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
予
め
断
わ
っ
て
お
く
。

一　

奉
公
人
に
つ
い
て

1　

店
舗
と
奉
公
人
の
種
類

ま
ず
、
大
黒
屋
の
店
舗
と
奉
公
人
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

大
黒
屋
は
、
江
戸
期
に
は
京
店
（
本
店
）・
江
戸
石
町
店
・
江
戸
本
所
店
・

岐
阜
店
・
大
坂
店
の
五
店
舗
を
設
け
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
四
年
に
岐

阜
店
、
同
九
年
に
東
京
本
所
店
、
明
治
初
期
に
大
阪
店
を
閉
店
し
、
そ
の

後
は
京
都
店
を
本
店
、
東
京
石
町
店
を
支
店
と
す
る
二
店
舗
体
制
が
と
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
店
舗
に
は
江
戸
期
・
明
治
期
と
も
、
店
た
な
お
も
て表

と
店た

な
う
ら裏

に
職
種
の
異
な
る
奉
公
人
が
存
在
し
た
。
店
表
の
奉
公
人
と
は
商

い
に
携
わ
っ
た
丁
稚
・
手
代
を
指
し
、
店
裏
の
奉
公
人
と
は
商
品
の
荷
造

り
や
台
所
を
担
当
し
た
下
男
（
裏
男
と
か
、
明
治
以
降
は
下
僕
と
も
呼
ば

れ
た
）
を
指
す
。
大
黒
屋
で
は
規
定
の
年
限
を
勤
め
上
げ
た
下
男
に
は
裏

別
家
と
な
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
店
表
の
奉
公
人
と
は
雇
用
形
態
や
別
家

と
し
て
の
処
遇
な
ど
が
異
な
る
た
め
本
稿
の
検
討
か
ら
は
除
い
た
。

2　

職
階
の
変
化

図
1
は
、
江
戸
期
〜
明
治
期
の
店
表
の
奉
公
人
（
明
治
期
以
降
は
店
員

と
呼
ぶ
）
の
職
階
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
支
配
役
は
店
の
責
任
者
、
支

配
加
役
は
そ
の
補
佐
役
で
各
店
舗
に
各
一
名
が
配
置
さ
れ
た
。
若
手
は
元

（
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図 1　江戸期～明治期の職階

職　　階

別
宅

別
家

勤番頭（1名）

本勤番

住
み
込
み

准勤番

手
代

支配役（1名）→明治 14 年改正
番頭（のち店頭）

支配加役（1名）
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注） 支配役から番頭（のち店頭）への職階の
変更は、明治 14 年 11 月 24 日に決し、明
治 15 年 1 月から実施されたと見られる。
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服
を
済
ま
せ
た
「
初
登
」
前
の
一
六
〜
二
〇
歳
位
（
年
齢
は
数
え
年
。
特

に
説
明
を
加
え
な
い
限
り
以
下
も
同
様
）
の
者
、小
者
（
あ
る
い
は
子
供
）

は
入
店
か
ら
元
服
前
ま
で
の
一
一
、二
〜
一
五
歳
位
ま
で
の
幼
少
奉
公
人

を
指
す
。

右
の
ほ
か
に
、
支
配
役
を
退
役
し
て
別
家
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
数
名

が
勤
番
を
命
じ
ら
れ
、
各
店
舗
の
管
理
・
監
督
業
務
に
従
事
し
た
。
大
黒

屋
で
は
京
店
（
本
店
）
が
全
体
を
統
括
し
、
さ
ら
に
京
店
が
京
・
岐
阜
・

大
坂
店
を
、
江
戸
石
町
店
が
石
町
・
本
所
店
を
分
掌
す
る
体
制
を
と
っ
て

い
た
た
め
、
勤
番
も
京
店
に
三
名
、
江
戸
石
町
店
に
二
名
（
明
治
期
に
は

三
〜
四
名
に
増
員
）、
江
戸
本
所
店
に
二
名
、
岐
阜
店
と
大
坂
店
に
は
各
一

名
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
京
店
と
江
戸
石
町
店
の
勤
番
は
本
勤

番
と
准
勤
番
（
助
勤
番
、
勤
番
助
役
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
）
で
構
成
さ
れ
、

本
勤
番
の
中
で
最
も
老
練
な
勤
番
一
名
が
勤
番
頭
（
勤
番
疋（
筆
頭
）頭

と
も
呼
ば

れ
た
）
を
務
め
た
。

こ
れ
ら
奉
公
人
の
職
階
は
、
支
配
役
・
支
配
加
役
以
外
は
江
戸
期
以
来

変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
支
配
役
に
つ
い
て
は
明
治
初
年
頃
か
ら
手
代
数
減

少
の
た
め
選
任
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
明
治
初
年
の
京
都
店
で
は
一

時
期
勤
番
が
支
配
役
を
兼
任
し
た
。
手
代
不
足
は
東
京
石
町
店
も
同
様
で
、

そ
の
た
め
大
黒
屋
で
は
明
治
一
四
年
に
、
従
来
の
支
配
役
に
替
え
て
手
代

頭
を
「
番
頭
」（
の
ち
に
店
頭
）
と
称
し
て
店
の
責
任
者
と
す
る
こ
と
に
決

し
た
。
そ
し
て
、
一
定
の
年
数
を
勤
め
た
番
頭
に
は
従
来
の
支
配
役
退
役

者
と
同
様
の
処
遇
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
支
配
加
役
に
つ
い
て
は
新
た

な
職
名
も
見
当
た
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
判
断
し
て
番
頭
の
新
設
は
支
配
加
役

を
格
上
げ
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

3　

奉
公
人
数
の
変
化

職
階
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
手
代
不
足
と
は
一
体
ど
の

よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
1
は
、
寛（
１
７
８
９

政
元
年
〜〜

１
９
２
２
）

大
正
一
一

年
ま
で
の
奉
公
人
数
（
店
表
の
み
。
店
裏
は
含
ま
ず
）
の
変
化
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
大
黒
屋
の
奉
公
人
に
関
す
る
基
礎
帳
簿
の
類
は
現
存
し
な

い
た
め
、
表
1
の
奉
公
人
数
は
杉
浦
家
の
諸
行
事
の
記
録
に
よ
っ
た
。
ま

た
、
明
治
六
〜
二
三
年
の
間
は
そ
れ
ら
の
中
に
適
当
な
も
の
が
な
い
た
め
、

『
日
記
』か
ら
店
員
数
が
確
認
で
き
た
京
都
店
の
み
明
治
一
七
年
の
店
員
数

二
二
名
を
表
に
加
え
た
。

奉
公
人
数
が
最
大
の
時
期
は
嘉
永
〜
安
政
期
頃
で
、
嘉（
１
８
５
１
）

永
四
年
の
総
奉

公
人
数
は
一
三
〇
名
（
内
訳
：
京
店
三
八
・
石
町
店
六
〇
・
本
所
店
一
九
・

岐
阜
店
一
三
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
明（
１
８
６
８
）

治
元
年
に
は
九
七
名
（
内
訳
：
京
都

店
二
六
・
東
京
石
町
店
二
七
・
東
京
本
所
店
二
五
・
岐
阜
店
一
二
・
大
阪
店

七
）
に
減
少
す
る
。
そ
し
て
、
明
治
初
期
に
岐
阜
店
・
東
京
本
所
店
・
大

阪
店
を
閉
店
し
た
あ
と
は
京
都
店
と
東
京
石
町
店
の
二
店
舗
と
な
り
、
店

員
数
も
両
店
合
わ
せ
て
四
〇
〜
五
〇
名
ほ
ど
に
落
ち
込
ん
で
、
そ
の
状
態

は
三
〇
年
半
ば
ま
で
続
く
。

（
11
）

（
12
）
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店
員
数
の
減
少
は
単
に
人
手
不
足
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
減
少
が
手
代
層
に
偏
っ
て
お
こ
っ
て
い
た
こ
と
に

あ
る
。
詳
し
く
見
て
い
く
と
、江
戸
後
期
〜
明
治
初
期
の
京
店
（
京
都
店
）

の
奉
公
人
数
を
手
代
（
元
服
を
済
ま
せ
た
者
）
と
小
者
（
元
服
年
齢
に
達

し
な
い
者
）
に
分
け
た
場
合
、
江
戸
後
期
（
享１

８

０

３

和
三
年
〜〜

１

８

５

５

安
政
二
年
）
に

は
両
者
の
割
合
が
一
対
一
〜
二
対
一
で
、
な
か
に
は
三
対
一
程
度
の
時
も

あ
り
、手
代
数
は
ほ
と
ん
ど
の
時
期
で
小
者
の
数
を
上
回
っ
た
。こ
れ
に
対

し
、
明
治
初
期
の
両
者
の
割
合
は
一
対
二
（
例
え
ば
、
明
治
五
年
二
月
に

は
手
代
七
／
小
者
一
三
）
と
小
者
の
数
が
手
代
を
上
回
り
、
特
に
明
治
中

後
期
に
は
後
述
（
三
節
の
1
）
す
る
よ
う
に
元
服
年
齢
が
二
歳
程
度
上
昇

し
た
影
響
も
あ
っ
て
一
対
三
（
例
え
ば
、
明
治
二
六
年
に
は
手
代
五
／
小

者
一
四
）
ま
で
差
が
開
い
た
時
期
も
見
ら
れ
る
。
手
代
の
数
が
多
け
れ
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
黒
屋
の
経
営
規
模
か
ら
み
て
も
明
治

期
の
手
代
数
は
決
し
て
十
分
な
数
と
は
思
え
な
い
。
で
は
、
当
時
の
雇
用

状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

雇
用
状
況
の
変
化

こ
こ
で
は
大
黒
屋
の
雇
用
状
況
に
関
す
る
江
戸
後
期
（
天１

７

８

２

明
二
年

〜〜

１

８

４

１

天
保
一
二
年
）・
幕
末
期
（
嘉１

８

４

９

永
二
年
〜
慶〜

６

６
応
二
年
）・
明
治
初
期

（
明１

８

７

０

治
三
年
〜〜

８

３
一
六
年
）
の
調
査
結
果
を
、今
回
新
た
に
調
査
し
た
明
治
中

（
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）

（
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）

（
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（
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）

（
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）
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表 1　大黒屋の奉公人数の推移（店表のみ）

出所） 京都市歴史資料館所蔵「杉浦家文書」（各年で使用した個々の文書名は本文の注 12）。なお、明治 17 年の京都店の店
員数は『日記』による。
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後
期
（
明１

８

８

４

治
一
七
〜〜

１

９

１

２

四
五
年
九
月
）
の
結
果
と
比
較
検
討
し
、
雇
用
面
で

の
変
化
に
つ
い
て
観
察
す
る
。

1　

新
入
店
者
の
数

ま
ず
、
入
店
者
の
数
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
幕
末
期
に
は
、
例
え
ば

安（
１
８
５
５
）

政
二
年
の
よ
う
に
一
年
に
一
八
人
も
の
入
店
者
の
あ
る
年
が
見
ら
れ
る

反
面
、
禁
門
の
変
で
京
都
が
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
元（

１
８
６
４
）

治
元
年
以
降
は
入
店

者
数
が
激
減
し
て
年
に
二
人
程
度
と
な
っ
た
。

明
治
初
期
の
入
店
者
数
は
平
均
す
れ
ば
年
二
、三
人
だ
が
、
入
店
者
の

ま
っ
た
く
な
い
年
も
あ
る
。明
治
初
期
に
入
店
者
数
が
減
少
し
た
の
は
、恐

ら
く
維
新
後
の
産
業
化
に
伴
っ
て
就
業
機
会
が
増
大
し
た
こ
と
に
一
因
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
『
日
記
』
か
ら
は
、
大
黒
屋

店
主
が
社
会
情
況
に
関
し
て
は
不
景
気
と
諸
物
価
高
騰
に
憂
慮
し
、
大
黒

屋
の
経
営
に
関
し
て
は
商
況
悪
化
や
人
手
不
足
に
危
惧
を
抱
い
て
い
た
様

子
が
読
み
取
れ
る
。
不
景
気
や
物
価
高
に
対
す
る
不
安
は
庶
民
に
と
っ
て

は
よ
り
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
社
会
情
況
の
悪

化
が
奉
公
す
る
側
に
、
奉
公
期
間
の
長
い
商
家
の
店
員
よ
り
も
現
金
収
入

の
得
ら
れ
る
職
工
な
ど
の
道
に
進
む
こ
と
を
後
押
し
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。

さ
て
、
明
治
中
後
期
に
は
『
日
記
』
の
記
述
か
ら
一
三
四
名
の
新
入
店

者
（
店
表
の
店
員
の
み
。
店
裏
は
含
ま
ず
）
が
確
認
で
き
、
平
均
す
る
と

一
年
に
五
人
弱
の
入
店
者
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
新
入
店
者

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
名
・
住
所
・
年
齢
も
し
く
は
生
年
月
日
、
親

の
名
前
等
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
出
身
地
を
み
て
み
よ
う
。

2　

新
入
店
者
の
出
身
地

大
黒
屋
で
は
江
戸
期
以
来
、
初
代
の
出
身
地
で
あ
り
、
ま
た
、
杉
浦
家

と
関
わ
り
の
あ
る
江
州
高
島
郡
（
現
、
滋
賀
県
高
島
市
）
と
そ
の
周
辺
地

域
か
ら
奉
公
人
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
大
黒
屋
の
雇
用
面
で
の
一
つ
の
特

色
を
な
し
て
い
た
。
表
2
は
新
入
店
者
の
出
身
地
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
約
八
割
が
滋
賀
県
出
身
で
、
な
か
で
も
高
島
郡
出
身
者
の
数
が
突
出

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
店
員
の
採
用
地
域
に
つ
い
て
は
明
治
以
前
と
変
化

（
18
）

（
19
）

表 2　新入店者の出身地
出身地 人数（人） ％ ％

滋
賀
県

高島郡 89 66.4

80.6

滋賀郡 3

14.2

蒲生郡 3
栗田郡 2
坂田郡 1
犬上郡 2
甲賀郡 1
大津市 7

京
都

郡部 1 9.7 ―市内 12
そ
の
他

奈良県 1
3.0 ―岐阜県 2

福井県 1
不明 4 3.0 ―
別家 5 3.7 ―
合計 134 100 ―
出所） 杉浦三郎兵衛著『日記』（同志社大学経済学部所

蔵）の明治 17 ～ 45 年 9 月までの間の入店者を
拾い上げて作成。なお、『日記』の欠冊部分は別
資料（本文の注 7）を利用した。



 社会科学　第 41 巻  第 1号 6

が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

3　

新
入
店
者
の
年
齢
と
入
店
月

次
に
、
入
店
年
齢
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
表
3
は
新
入
店
者
一
三
四

名
の
年
齢
分
布
で
あ
る
。『
日
記
』
に
は
新
入
店
員
の
生
年
月
日
、あ
る
い

は
数
え
年
等
が
記
さ
れ
て
い
て
年
齢
表
記
の
仕
方
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
表
3
で
は
全
員
を
生
れ
た
年
を
一
歳
と
す
る
数
え
年
に
直
し
て
示

し
た
。
そ
の
結
果
、
入
店
年
齢
は
一
二
〜
一
四
歳
に
集
中
し
て
お
り
、
平

均
入
店
年
齢
は
一
三
歳
と
な
る
。平
均
入
店
年
齢
一
一
・
七
五
歳
の
江
戸
後

期
、
一
一
・
六
歳
の
幕
末
期
、
一
一
・
六
歳
の
明
治
初
期
に
比
べ
る
と
一
歳

程
度
上
昇
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
学
校
教
育
の
普
及

が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
初
期
と
中
後
期
と
で
平
均
入
店
年
齢
に
差

が
見
ら
れ
る
の
は
、
小
学
校
尋
常
科
四
年
の
義
務
化
や
日
清
戦
争
（
明
治

二
七
〜
二
八
年
）
後
の
教
育
熱
の
高
ま
り
に
よ
り
就
学
率
が
上
が
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
表
3
の
入
店
年
齢
に
は
ば
ら
つ
き
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

各
家
庭
の
事
情
も
あ
る

の
だ
ろ
う
が
、
小
学
校

尋
常
科
を
終
え
た
一
三

歳
頃
を
最
初
の
奉
公
開

始
時
期
と
し
、
次
が
補

習
科
を
終
え
た
一
五
歳
頃
で
、
大
体
そ
の
前
後
に
子
供
達
は
奉
公
に
出
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

学
校
教
育
が
普
及
し
た
様
子
は
入
店
月
の
変
化
に
も
う
か
が
え
る
。
大

黒
屋
で
は
江
戸
後
期
〜
明
治
初
期
に
は
一
年
を
通
し
て
奉
公
人
が
採
用
さ

れ
た
が
、
比
較
的
入
店
者
の
多
い
の
が
幕
末
期
に
は
二
・
三
月
と
八
月
、
明

治
初
期
に
は
三
月
と
九
・
一
〇
月
で
入
店
時
期
に
二
つ
の
山
が
あ
っ
た
。表

4
は
明
治
中
後
期
の
新
入
店
者
の
入
店
月
を
調
べ
た
結
果
で
あ
る
。
通
年

の
採
用
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
入
店
者
は
三
〜
五
月
に
集
中
し
て
い
る
。

明
治
前
期
の
小
学
校
で
は
入
学
日
や
卒
業
日
を
決
め
て
一
斉
に
入
学
・
卒

業
さ
せ
る
と
い
う
運
営
方
式
は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
国
の
小
学
校
で
四

月
学
年
始
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
二
〇
年
代
か
ら
で
、
小

学
校
の「
学
年
」が
四
月
一
日
に
始
ま
り
三
月
三
一
日
に
終
わ
る
と
規
定
さ

れ
た
の
は
明
治
三
三
年
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に
お
い
て
で
あ
る
。
従
っ

て
、
明
治
一
七
年
以
降
を
調
査
対
象
と
す
る
表
4
の
結
果
は
、
小
学
校
を

卒
業
し
た
生
徒
の
就
職
動
向
を
表
わ
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

表 4　新入店者の入店月
入店月 人数（人）
1月 7
2 月 3
3 月 19
4 月 44
5 月 22
6 月 10
7 月 6
8 月 2
9 月 8
10 月 8
11 月 3
12 月 2
合計 134

出所）表 2と同じ。

表 3　新入店者の入店年齢
（数え年）

入店年令 人数（人）
11 才 9
12 才 35
13 才 45
14 才 19
15 才 10
16 才 1
20 代 3
不明 12
合計 134

出所）表 2と同じ。
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4　

学
校
教
育
と
店
内
教
育

入
店
年
齢
の
調
査
結
果
か
ら
も
う
一
つ
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大

黒
屋
で
は
明
治
期
を
通
し
て
一
三
〜
一
五
歳
位
の
小
学
校
卒
業
者
の
み
を

採
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
3
に
は
二
〇
代
の
入
店
者
が
三

名
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
事
情
に
よ
り
中
途
入
店
し
た
杉
浦
家
の
親
戚
の

子
弟
で
高
等
教
育
の
修
了
者
で
は
な
い
。

大
黒
屋
で
江
戸
期
以
来
行
わ
れ
て
い
た
奉
公
人
教
育
の
方
法
は
、
小
者

の
う
ち
は
商
人
に
必
須
の
読
み
書
き
算
盤
の
習
熟
に
励
み
、
奉
公
に
慣
れ

る
と
上
輩
の
手
代
に
付
い
て
商
業
実
務
や
商
い
に
必
要
な
専
門
知
識
の
習

得
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
期
の
小
学
校
で
は
読
物
・
算
術
・

習
字
・
書
取
・
作
文
等
を
主
な
教
育
内
容
と
し
て
い
た
か
ら
、
小
学
校
卒

業
者
の
採
用
は
入
店
後
の
基
礎
教
育
に
か
か
る
店
の
負
担
を
軽
減
し
た
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
反
面
、大
黒
屋
の
よ
う
な
業
種
（
呉
服
商
）

で
は
、
明
治
中
後
期
に
至
っ
て
も
商
業
実
務
や
専
門
知
識
の
習
得
は
店
内

で
の
教
育
訓
練
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
明
治
三
〇
年
に
夜
学
校
を
設

け
て
英
語
・
算
術
・
地
理
・
歴
史
・
作
文
・
習
字
な
ど
の
店
員
教
育
に
努

め
た
高
島
屋
で
も
、「
呉
服
業
に
必
須
な
る
織
物
製
造
、
加
工
、
商
品
学
、

裁
縫
、
商
業
地
理
、
取
引
実
務
等
に
付
、
古
参
店
員
中
に
担
当
者
を
選
び

て
指
導
せ
し
め
た
り
」、と
さ
れ
る
。
店
員
の
教
育
訓
練
が
店
内
教
育
に
依

存
さ
れ
た
状
況
下
で
は
、
そ
れ
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
点
で
も
担
当
者
で

あ
る
手
代
の
不
足
が
懸
念
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

三　

昇
進
の
変
化

こ
の
節
で
は
、
二
節
で
見
て
き
た
雇
用
面
で
の
変
化
が
昇
進
制
度
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
そ
れ
を
促
進
さ
せ
た
要
因
と
別
家

制
度
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

1　

元
服
年
齢

商
家
に
お
け
る
昇
進
階
梯
の
最
初
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
が
元
服
の
祝

儀
で
あ
る
。
大
黒
屋
で
は
江
戸
期
に
は
奉
公
人
が
数
え
年
の
一
六
才
頃
に

な
る
と
元
服
を
祝
い
、
幼
名
を
改
め
、
小
者
か
ら
若
手
へ
格
が
上
が
っ
た
。

ま
た
、
元
服
の
一
年
前
に
は
半
元
服
が
祝
わ
れ
た
。
維
新
後
も
元
服
・
半

元
服
の
祝
儀
は
店
内
で
執
り
行
わ
れ
た
が
、
明
治
中
期
以
降
の
元
服
は
中

身
に
若
干
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
元
服
年
齢
の
上
昇
で
あ

る
。
明
治
初
期
（
三
〜
一
六
年
）
の
店
員
の
元
服
年
齢
は
江
戸
期
と
同
様

一
六
才
頃
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
後
期
（
一
七
〜
四
五
年
）
に
は
一
七
〜

一
九
歳
頃
へ
と
上
昇
す
る
。
一
七
〜
一
九
歳
と
元
服
年
齢
に
幅
が
あ
る
の

は
、入
店
年
齢
に
二
、三
歳
の
差
が
あ
る
店
員
に
対
し
て
入
店
五
年
目
に
元

服
を
一
律
に
実
施
し
た
た
め
で
あ
る
。

元
服
年
齢
が
上
が
っ
た
社
会
的
要
因
と
し
て
は
、
明
治
六
年
一
月
の
徴

兵
令
の
布
告
や
明
治
九
年
の
太
政
官
布
告
で
満
二
〇
歳
を
成
年
と
し
た
こ

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）
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と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
商
家
に
お
け
る
元
服
は
、
店
員
が
一
人

前
と
認
め
る
に
足
る
素
養
や
技
量
を
身
に
付
け
て
い
る
か
ど
う
か
に
判
断

の
重
点
が
お
か
れ
た
。
そ
れ
ら
の
素
養
や
技
量
は
入
店
後
の
教
育
訓
練
に

よ
っ
て
修
得
さ
れ
た
か
ら
、入
店
後
四
、五
年
の
修
業
期
間
が
見
込
め
た
明

治
初
期
（
大
黒
屋
の
平
均
入
店
年
齢
一
一
・
六
歳
）
に
は
、
一
六
歳
に
元

服
を
行
っ
て
も
差
支
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
中
期

以
降
（
同
、
一
三
歳
）
に
な
る
と
、
従
来
通
り
の
修
業
期
間
を
確
保
す
る

た
め
に
元
服
年
齢
を
遅
ら
せ
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
結
果
一
三
歳
で
入
店
、

五
年
間
の
修
業
の
の
ち
一
八
歳
で
元
服
と
い
う
基
本
線
が
で
き
あ
が
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

変
化
の
二
つ
目
は
元
服
後
の
改
名
の
廃
止
で
あ
る
。
世
間
一
般
で
は
明

治
期
に
は
元
服
後
の
改
名
は
行
わ
れ
な
く
な
る
が
、
明
治
初
期
の
大
黒
屋

で
は
旧
来
通
り
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
元
服
と
い
う
成
人
儀
礼
の
社
会

慣
習
が
商
家
で
は
奉
公
人
の
昇
進
と
結
び
付
け
ら
れ
、
元
服
後
の
改
名
は

一
人
前
の
手
代
に
な
っ
た
こ
と
を
周
知
す
る
意
味
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
黒
屋
で
も
元
服
後
の
改
名
は
徐
々
に
減
り
、
京
都
店
で
の
実

施
は
明
治
二
〇
年
が
最
後
で
あ
る
。

こ
う
し
て
大
黒
屋
で
は
元
服
が
昇
進
階
梯
の
一
段
目
と
し
て
明
治
期
を

通
し
て
存
続
さ
れ
た
。
次
で
は
、
商
家
の
昇
進
制
度
と
一
体
化
し
た
「
登

り
」
の
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

2　
「
登
り
」
の
変
化

「
登
り
」
は
近
江
商
人
・
伊
勢
商
人
・
京
商
人
な
ど
に
見
ら
れ
た
昇
進

に
関
わ
る
制
度
で
、
入
店
後
の
勤
続
年
数
に
従
っ
て
奉
公
人
に
一
定
期
間

在
所
で
の
休
暇
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。「
登
り
」を
無
事
済
ま
せ
る
こ
と

は
昇
進
階
梯
を
一
段
上
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
大
黒
屋
で
は
江
戸
期
以
来
、

初
登
、二
度
登
、三
度
登
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、支
配
役
を
退
役
し
た
者

に
は
退
役
登
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
を
済
ま
せ
た
者
に
は
大
黒
屋
の
別
家
と

な
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
で
は
、明
治
中
後
期
の
「
登
り
」
の
実
施
状
況
を

見
て
み
よ
う
。

〈
初
登
と
二
度
登
〉

元
服
を
済
ま
せ
た
店
員
に
と
っ
て
昇
進
階
梯
の
二
段
目
に
当
る
の
が
初

登
、
次
が
二
度
登
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
二
つ
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す

る
。明

治
一
七
〜
四
五
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
初
登
は
、
京
都
店
二
五
名
と

東
京
石
町
店
四
三
名
の
計
六
八
名
、
二
度
登
は
京
都
店
一
名
と
東
京
石
町

店
六
名
の
計
七
名
が
『
日
記
』
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
た
。
そ
れ
ら
の
実

施
年
限
を
調
べ
た
結
果
、
初
登
の
六
八
名
の
う
ち
入
店
時
期
と
初
登
の
実

施
時
期
が
明
ら
か
な
三
〇
名
は
、
明
治
一
八
〜
三
二
年
ま
で
は
入
店
後
八

年
目
に
、三
三
年
以
降
は
七
年
目
に
初
登
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。入
店
年
齢

が
ほ
ぼ
一
三
歳
で
あ
る
か
ら
、
初
登
は
三
二
年
ま
で
は
二
一
歳
頃
、
三
三

（
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）
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年
以
降
は
二
〇
歳
頃
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
二
度
登
の
七
名
に
つ
い
て
は
、
初
登
か
ら
何
年
目
に
二
度
登
を

実
施
し
た
か
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
三
〇
・
三
一
年
に
二
度
登
を

実
施
し
た
四
名
は
初
登
か
ら
七
年
目
（
入
店
後
一
五
年
目
の
二
八
歳
頃
）、

三
四
年
以
降
の
三
名
の
う
ち
二
名
は
初
登
か
ら
六
年
目
（
入
店
後
一
三
年

目
の
二
六
歳
頃
）
に
実
施
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
残
り
の
一
名
は
八
年

目
に
実
施
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
実
施
を
延
引
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り

例
外
的
な
事
例
と
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
大
黒
屋
で
は
明
治
三
三
年
頃
に
、
初
登
・
二
度
登
と
も
に
実

施
年
限
が
そ
れ
ぞ
れ
一
年
早
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い

て
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
目
的
の
一
端
は
兵
役
を
考
慮
し
た

「
登
り
」の
年
限
の
調
整
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
で
は
、

「
登
り
」
と
徴
兵
制
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。

3
「
登
り
」
と
徴
兵
制
の
関
係

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
月
の
徴
兵
令
は
、満
二
〇
歳
に
な
っ
た
男
子

は
徴
兵
検
査
を
受
け
、合
格
す
る
と
現
役
兵
と
し
て
入
営
す
る
か
、も
し
く

は
補
充
兵
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
治
六
年
の

徴
兵
令
に
は
免
役
制
が
採
ら
れ
、
そ
の
中
で
大
黒
屋
の
店
員
に
も
関
わ
り

の
あ
る
の
が
一
家
の
主
人
・
嗣
子
・
独
子
独
孫
・
養
子
等
に
は
兵
役
を
免

除
す
る
と
い
う
条
項
で
あ
る
。
大
黒
屋
で
は
明
治
七
年
九
月
に
、「
徴
兵
常

備
兵
御
規
則
、
本
年
二
十
一
年
之
者
よ
り
二
十
五
年
ニ
成
候
者
、
家
主
惣

領
を
除
、
検
査
の
上
御
召
抱
ニ
仰
出
候
事
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
京
都

店
・
東
京
石
町
店
・
東
京
本
所
店
の
右
年
限
の
手
代
に
は
一ひ
と
ま
ず先

暇
を
遣
っ

て
親
元
本
籍
で
書
出
し
、
検
査
の
結
果
御
用
に
な
ら
な
か
っ
た
者
は
再
勤

さ
せ
る
段
取
り
に
し
た
。
徴
兵
検
査
に
合
格
し
て
徴
集
さ
れ
る
こ
と
は
店

側
と
し
て
も
、
ま
た
店
員
に
と
っ
て
も
不
都
合
に
違
い
な
く
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
明
治
初
期
に
は
店
員
の
入
営
に
関
す
る
記
述
が
『
日
記
』
に
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
免
役
条
項
に
該
当
す
る
長
男
や
養
子
等
は
兵
役
免

除
を
願
い
出
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

免
役
制
は
明
治
一
二
年（
一
八
七
九
）の
徴
兵
令
の
改
正
で
一
部
変
更
さ

れ
、
一
六
年
（
一
八
八
三
）
の
改
正
で
は
猶
予
制
が
残
さ
れ
た
が
、
二
二

年
（
一
八
八
九
）
の
改
正
で
は
猶
予
制
も
廃
止
と
な
り
、
満
一
七
歳
（
こ

れ
は
現
役
志
願
を
許
し
た
も
の
で
あ
る
）
〜
四
〇
歳
ま
で
の
男
子
す
べ
て

に
兵
役
義
務
が
課
さ
れ
た
。
兵
役
制
度
は
常
備
兵
役
（
満
二
〇
歳
か
ら
現

役
三
年
〔
海
軍
四
年
〕
と
予よ
び
え
き

備
役
四
年
〔
海
軍
三
年
〕
の
合
計
七
年
）・

後こ
う
び
え
き

備
役
（
常
備
兵
役
終
了
後
五
年
）・
国
民
兵
役
の
三
種
と
な
っ
た
。
そ

れ
で
も
一
年
志
願
兵
制
や
六
週
間
現
役
兵
制
等
の
特
権
制
度
は
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
は
中
学
校
以
上
の
卒
業
者
に
資
格
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
店
員
が

小
学
校
卒
業
者
に
限
ら
れ
た
大
黒
屋
で
は
す
べ
て
の
店
員
が
兵
役
に
服
す

こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
国
民
皆
兵
が
原
則
と
さ
れ
た
明
治
中
期
頃
か
ら
、
大
黒
屋

（
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で
は
店
員
の
徴
兵
検
査
や
入
営
を
勘
案
し
て
「
登
り
」
の
実
施
時
期
が
調

整
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
根
拠
は
大
正
七
年

の
杉
浦
商
店
店
員
規
定
に
あ
る
。
こ
の
店
員
規
定
で
は
、
義
務
教
育
を
終

え
た
一
四
歳
を
入
店
年
齢
と
し
て
四
年
間
は
見
習
店
員
、
一
八
歳
で
准
店

員
と
な
り
二
年
後
の
満
二
〇
歳
か
ら
は
正
店
員
と
な
る（
図
2
参
照
）。
そ

し
て
、
正
店
員
以
上
に
は
昇
進
に
等
級
制
が
採
用
さ
れ
、
正
店
員
の
年
限

は
前
半
（
三
年
間
で
等
級
は
八
等
）
と
後
半
（
三
〜
四
年
間
で
等
級
は
七

等
）
の
合
計
六
、七
年
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、先
に
述
べ
た
明
治
三
三

年
以
降
の
初
登
の
一
年
繰
り
上
げ
（
二
〇
歳
＝
満
一
九
歳
で
の
実
施
）
の

意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
初
登
を
満
二
〇
歳
の
徴
兵
検
査
前
に
済
ま
せ
る
こ

と
に
あ
り
、
二
度
登
に
つ
い
て
は
兵
役
の
服
役
期
間
（
満
二
〇
歳
か
ら
六
、

七
年
間
）
を
視
野
に
入
れ
た
年
限
の
調
整
が
図
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

4　

大
黒
屋
に
お
け
る
対
応

《
離
職
予
防
策
》

徴
兵
制
の
実
施
は
当
時
の
若
者
に
次
の
よ
う
な
就
業
姿
勢
を
醸
成
し
て

い
た
。
そ
れ
は
、「
年
期
奉
公
と
称
す
る
の
は
、（
中
略
）
男
子
は
二
十
一

歳
の
徴
兵
適
齢
期
ま
で
を
先
ず
勤
め
る
期
限
と
定
め
た
も
の
で
し
た
。
其

の
後
は
心
の
許
す
範
囲
の
お
礼
奉
公
と
称
し
た
約
一
、二
年
を
勤
め
た
よ

う
で
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
兵
役
が
当
時
の
若
者
の
離
職
の
契
機
と

な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
就
業
意
識
が
生
み
出
さ
れ
る
な
か

で
、
大
黒
屋
で
は
店
員
に
ど
う
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
一
つ
目
と
し
て
は
、
元
服
を
昇
進
階
梯
の
一
段
目
に
位
置
付
け
て

一
人
前
の
店
員
と
し
て
の
自
覚
を
促
し
、
そ
し
て
、
二
段
目
の
初
登
を
徴

兵
検
査
前
に
実
施
す
る
こ
と
で
店
員
に
昇
進
の
道
筋
を
明
示
し
、
将
来
へ

の
目
的
意
識
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。

二
つ
目
は
、兵
役
に
服
役
後
、あ
る
い
は
出
征
し
て
除
隊
し
た
後
の
店
員

に
対
す
る
復
職
後
の
不
安
の
除
去
に
重
点
が
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。『
日

記
』
に
は
明
治
初
期
か
ら
徴
兵
検
査
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
実

際
に
入
営
・
出
征
等
の
記
述
が
頻
出
す
る
の
は
明
治
三
〇
年
以
降
で
あ
る
。

日
露
戦
争
（
明
治
三
七
〜
三
八
年
）
に
出
征
し
た
店
員
も
九
名
（
内
、
戦

死
一
名
、
戦
病
死
一
名
、
病
気
に
よ
る
召
集
解
雇
一
名
）
見
ら
れ
、
無
事

凱
旋
帰
国
し
た
者
は
、
除
隊
後
し
ば
ら
く
休
息
し
た
の
ち
大
黒
屋
へ
再
勤

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
店
員
に
は
入
・
退
営
の
際
に
店
か
ら
餞
別
や
祝
金

が
渡
さ
れ
、
店
員
の
方
で
も
帰
休
中
に
は
京
都
店
に
出
向
い
て
店
と
の
関

係
が
切
れ
な
い
よ
う
心
掛
け
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
店
に
顔
を
出
す
店
員

の
行
動
と
い
う
の
は
、
裏
返
せ
ば
仕
事
や
将
来
に
対
す
る
不
安
の
表
わ
れ

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
不
安
へ
の
対
応
と
し
て
、
大
黒
屋
で
は
復
職
し
た

店
員
に
は
以
前
と
同
じ
地
位
で
同
じ
職
務
に
就
か
せ
、
ま
た
、
兵
役
に
服

し
た
期
間
や
出
征
の
期
間
を
「
登
り
」
の
年
限
、
す
な
わ
ち
、
勤
続
年
数

に
含
め
る
こ
と
で
昇
進
の
際
に
不
利
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
た
。
実
例
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を
挙
げ
る
と
、
京
都
店
の
前
川
徳
平
は
明
治
三
三
年
（
一
九
歳
）
に
初
登
、

三
四
年
五
月
（
二
〇
歳
）
に
徴
兵
検
査
を
受
け
、
同
年
一
二
月
一
日
入
営
。

三
六
年
一
二
月
二
〇
日
（
二
二
歳
）
に
退
営
し
た
が
、三
七
年
五
月
（
二
三

歳
）
に
は
召
集
さ
れ
て
日
露
戦
争
に
出
征
す
る
。
除
隊
後
、
三
九
年
一
月

（
二
五
歳
）
に
京
都
店
に
復
職
し
て
、四
〇
年
三
月
三
一
日
（
二
六
歳
）
に

は
京
都
店
の
店
頭
を
命
じ
ら
れ
、
四
二
年
八
月
（
二
八
歳
）
に
退
役
し
て

別
家
と
な
っ
た
。
二
〇
代
前
半
を
兵
役
と
出
征
に
費
や
し
た
徳
平
の
商
人

と
し
て
の
経
験
や
業
績
は
、
江
戸
期
の
支
配
役
に
到
底
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
徳
平
の
昇
進
が
順
調
で
あ
る
の

は
、
服
役
中
や
出
征
中
の
期
間
が
勤
続
年
数
に
加
味
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

《「
登
り
」
の
形
骸
化
と
能
力
重
視
》

さ
て
、
右
の
対
応
で
店
員
の
店
へ
の
定
着
を
図
り
、
服
役
後
の
不
安
は

取
り
除
け
た
と
し
て
も
、
今
度
は
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
店
員
の

質
の
問
題
で
あ
る
。

従
来
、
初
登
か
ら
二
度
登
ま
で
の
期
間
と
い
う
の
は
、
店
員
が
実
務
経

験
を
蓄
積
し
専
門
的
技
量
を
練
磨
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
期
間
は
二
〇
代
の
店
員
が
徴
兵
検
査
を
受
け
兵
役
に
服
す
る
期
間
と

重
な
る
。
職
場
を
離
れ
た
店
員
に
商
人
と
し
て
の
技
量
や
知
識
が
増
す
こ

と
は
見
込
め
る
わ
け
も
な
く
、
商
人
と
し
て
の
能
力
・
経
験
は
、
従
来
の

「
二
度
登
」
と
二
度
登
の
年
限
に
兵
役
の
服
役
期
間
を
含
め
た
場
合
の
「
二

度
登
」
と
で
は
格
段
の
差
を
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
熟
練
度

の
低
い
「
二
度
登
」
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
、「
登
り
」
を
軸

と
し
た
昇
進
制
度
の
形
骸
化
に
繋
が
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
店
側
と
し
て
も
店
員
に
対
す
る
評
価
の
仕
方

を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
店
員
の
経
験
（
＝
勤
続
年
数
）
は
重
ん

じ
な
が
ら
も
同
時
に
個
々
の
能
力
や
成
績
も
重
視
し
、
店
員
の
努
力
や
成

果
を
具
体
的
な
形
で
評
価
し
て
勤
労
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ

れ
た
。
例
え
ば
、
大
黒
屋
で
は
江
戸
期
か
ら
店
の
利
益
を
褒
美
金
と
し
て

「
初
登
」
以
上
の
手
代
に
分
配
し
て
い
た
が
、こ
れ
は
明
治
期
に
も
継
続
実

施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
期
に
は
半
期
毎
の
決
算
報
告
の
結
果
が
良
好

な
場
合
、
褒
美
金
に
加
え
て
特
別
賞
が
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

は
勤
続
年
数
に
よ
り
金
額
に
差
が
設
け
ら
れ
て
は
い
た
が
「
初
登
」
以
上

の
店
員
全
員
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
個
々
人
の
能
力
や
成
果
を
表
彰
し

た
も
の
で
は
な
い
。
店
員
間
の
競
争
を
積
極
的
に
促
す
よ
う
な
働
き
か
け

が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
点
は
今
後
さ
ら
に
調
べ
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

四　

別
家
格
に
つ
い
て

1　

番
頭
（
の
ち
に
店
頭
）
の
退
役
年
齢
の
低
年
齢
化

こ
こ
で
再
度
「
登
り
」
の
検
討
に
戻
り
、
三
度
登
と
退
役
登
に
つ
い
て

の
変
化
を
見
て
お
き
た
い
。
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明
治
中
後
期
の
三
度
登
に
つ
い
て
は
京
都
店
・
東
京
石
町
店
と
も
に
明

確
な
実
施
の
記
録
は
見
ら
れ
ず
、
東
京
石
町
店
の
店
頭
退
役
者
の
退
役
登

に
、「
三
度
登
り
兼
て
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
が
唯
一
確
認
で
き
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
番
頭
（
＝
店
頭
）
の
退
役
登
は
京
都
店
・
東
京
石
町
店
合

せ
て
二
四
名
の
実
施
が
確
認
で
き
、
そ
れ
ら
の
在
任
期
間
は
一
〜
三
年
で

退
役
年
齢
は
二
九
〜
三
一
歳
頃
で
あ
っ
た
。

表
5
は
大
黒
屋
の
各
「
登
り
」
の
実
施
年
限
と
年
齢
を
時
期
別
に
示
し

た
も
の
で
、
こ
れ
を
図
示
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
変
化
が
際
立
っ
て
い

る
の
が
支
配
役
（
明
治
期
は
番
頭
、
の
ち
に
店
頭
）
の
退
役
年
齢
で
、
江

戸
後
期
か
ら
明
治
中
後
期
の
間
に
四
〇
歳
か
ら
三
〇
歳
頃
へ
、
ほ
ぼ
一
〇

歳
下
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
、
店
舗
責
任
者
の
低
年
齢
化
で

あ
る
。
明
治
期
に
三
度
登
の
実
施
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、番
頭
（
＝
店
頭
）

の
退
役
年
齢
が
江
戸
期
の
三
度
登
の
年
齢
よ
り
も
下
が
っ
た
こ
と
が
理
由

と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
図
2
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
江
戸
後
期
・
幕
末
期

に
は
存
在
し
た
二
度
登
か
ら
上
の
上
級
手
代
層
は
明
治
期
に
は
存
在
し
な

い
。
つ
ま
り
、
明
治
初
期
の
手
代
不
足
は
単
に
数
の
問
題
で
は
な
く
、
上

級
手
代
層
の
欠
如
と
い
う
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
見
え
て
く

る
。

（
49
）

表 5　「登り」の年限と実施年齢

時期

登り

江戸後期 幕末期 明治初期 明治中後期

天明 2～天保 12 年
（1782 ～ 1841）

嘉永 2～慶応 2年
（1849 ～ 1866）

3 ～ 16 年
（1870 ～ 1883）

17 ～ 32 年
（1884 ～ 1899）

33 ～ 45 年
（1900 ～ 1912）

入店年齢 11 ～ 12 才頃 11 ～ 12 才頃 11 ～ 12 才頃 13 才頃 13 才頃

初登 入店後 9年目
（20 才頃） 同左 同左 入店後 8年目

（21 才頃）
入店後 7年目
（20 才頃）

二度登 入店後 18 年目
（29 才頃）

入店後 16、7 年目
（27、8 才頃） 不詳 入店後 15 年目

（28 才頃）
入店後 13 年目
（26 才頃）

三度登 入店後 24 年目
（35 才頃） 不詳 不詳 〔確認できず。一部、退役登を兼ねて実

施ヵ〕

退役登 入店後 29 年目
（40 才頃）

入店後 21～ 23年目
（32 ～ 34 才頃）

入店後 15～ 17年目
（26 ～ 28 才） 入店後 16 年目頃（29 才頃ヵ）

出所） 天明 2年～明治 16 年に関しては本文の注 11、拙稿「京都商人杉浦大黒屋の雇用と昇進－江戸後期～明治初期」の表
8・4を使用。明治 17 ～ 45 年に関しては今回新たに作成。

注） 表中の天明 2年～明治 3年の間に欠落した時期があるのは、基礎史料とした『杉浦家歴代日記』（京都府立総合資料館
所蔵）の当該部分が欠落していることによる。また、明治初期の二度登、幕末期・明治初期の三度登の欄を「不詳」と
したのは、登りの実施数がわずかで実施年限や年齢が把握できなかったためである。
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図 2　「登り」の年限と実施年齢の変化、および「杉浦商店店員規定」

江戸後期
天明～天保期

幕末期
嘉永～慶応期

明治初期
3～ 16 年

明治中後期
17 ～ 31 年／ 32 年以降

大正 7年 8月 1日
「杉浦商店店員規定」

60 代
60 才の 2月で満期
（養老金を受け隠居）

50 代
※勤番勤続
25 年賞金

正通勤【2等：10 年】
※永続賞（50 才）

40 代
正通勤【3等：10 年】
※勤労賞（40 才）

30 代

支配役退役

40 才頃

支配役就任

36 才頃

三度登

35 才頃 支配役退役 正通勤【4等：10 年】

支配加役就任 32 ～ 34 才頃 宿這入り （29 才～ 60 才の 2月迄）

32 才頃 支配役就任 准勤番（3年）

30 ～ 31 才頃 番頭（＝店頭）退役 准通勤（別家）【5等；2、3年】

20 代

二度登 支配加役就任 29 ～ 31 才頃

29 才頃 25 ～ 31 才頃 支配役退役 二度登

二度登 26 ～ 28 才頃 28 才頃 店頭退役 27 才頃

28 才頃 支配役・支配 二度登 店頭就任 26 才頃【6等；半年～ 1年】

加役就任 24 26 才頃

～ 26 才頃＊ 【7等；3～ 4年間】

↑

初登 初登 初登 初登 初登 正店員 20 才から【8等：3年間】

20 才頃 20 才頃 20 才頃 21 才頃 20 才頃

10 代

元服 18 才頃 准店員 18 才から【2年間】

元服（16 才頃） 半元服 17 歳頃

半元服（15 才頃） 見習店員【4年間】

入店 13 才頃 入店 14 才

入店（11 ～ 12 才頃）

注）※印の賞は本文中で言及した褒美金・特別賞とは別である。
　＊明治初期の支配役と支配加役の就任年齢は 24 ～ 26 才の間で重なり合っている。
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2　

明
治
期
に
お
け
る
上
級
手
代
層
の
欠
如

明
治
期
に
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
た
上
級
手
代
層
（
江
戸
後
期
の
二
度

登
以
上
の
手
代
）
は
、江
戸
期
に
ど
の
よ
う
な
店
役
（
＝
店
内
で
の
職
務
）

に
就
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
調
べ
て
み
る
と
、
彼
ら
が
担
当

し
た
の
は
買
役
や
仕
入
役
等
の
仕
入
業
務
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

大
黒
屋
に
お
け
る
江
戸
後
期
の
仕
入
は
、
支
配
加
役
と
上
級
手
代
（
＝
店

内
順
位
で
言
え
ば
支
配
加
役
の
す
ぐ
下
に
位
置
す
る
手
代
）
数
名
が
、
仕

入
地
や
布
の
種
類
別
に
分
担
し
て
い
た
。
仕
入
役
は
商
品
に
対
す
る
幅
広

い
知
識
と
高
度
な
鑑
識
眼
、
仕
入
先
と
良
好
な
信
頼
関
係
が
維
持
で
き
る

人
柄
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
、
仕
入
の
巧
拙
が
呉
服
店
の
利
益
を
左
右
す

る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
責
任
の
重
い
職
務
で
あ
っ
た
か
ら
、
通
常
古
参
の
手

代
が
こ
れ
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
期
の
京
都
店
の
仕
入
役
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
明
治
一
三
年
の

「
仕
入
方
」
は
支
配
加
役
の
彦
七
が
担
当
し
た
が
、
一
四
年
に
行
わ
れ
た

職
階
の
改
変
（
支
配
役
か
ら
番
頭
（
の
ち
に
店
頭
）
へ
の
店
舗
責
任
者
の

呼
称
・
地
位
の
変
更
）
後
は
、
准
勤
番
に
「
仕
入
方
」
の
担
当
が
申
し
渡

さ
れ
た
。
で
は
、店
舗
責
任
者
で
あ
る
番
頭
（
＝
店
頭
）
は
仕
入
れ
に
関
し

て
ど
の
程
度
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
年
一
月
の
店

役
替
え
で
「
呉
服
太
物
仕
入
見・

・習
」
を
命
じ
ら
れ
た
倉
次
郎
は
翌
年
番
頭

を
申
付
け
ら
れ
て
お
り
、
三
六
年
七
月
の
店
役
替
え
で
は
卯
之
助
が
「
店

頭
仕
入
見・

・習
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
明
治
中
後
期
の
番
頭

（
＝
店
頭
）
に
は
仕
入
の
見
習
い
程
度
の
知
識
・
技
量
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

3　

別
家
年
齢
の
若
年
化

明
治
一
四
年
の
職
階
の
改
変
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
番
頭
（
＝
店
頭
）
は
、

一
〜
三
年
の
在
任
期
間
の
の
ち
退
役
し
、
退
役
後
は
別
家
を
許
さ
れ
た
。

こ
れ
は
別
家
の
若
年
化
を
招
い
た
。
こ
れ
ら
若
年
の
別
家
は
知
識
・
経
験

面
で
は
従
来
の
別
家
に
は
劣
っ
た
が
店
へ
の
忠
誠
心
や
帰
属
意
識
は
高
く
、

明
治
中
期
に
国
民
皆
兵
が
原
則
と
な
る
に
至
っ
て
は
、
兵
役
義
務
の
あ
る

不
安
定
な
二
〇
代
の
店
員
よ
り
も
、
確
か
で
信
頼
の
お
け
る
人
材
と
し
て

重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
「
別
家
格
」
と
し
て
主
に
仕
入
業
務

を
担
当
し
た
。
仕
入
役
と
し
て
は
未
熟
練
な
店
頭
退
役
者
を
別
家
に
取
り

立
て
る
こ
と
で
、
自
信
を
も
た
せ
、
勤
労
意
欲
を
高
め
て
仕
入
役
と
し
て

の
技
量
の
練
磨
と
実
践
で
の
活
躍
を
狙
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
明
治
中
後
期
の
雇
用
状
況
や
昇
進
制
度
に
着
目
し
な
が
ら
、

大
黒
屋
の
別
家
制
度
が
明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
見
て
き
た
。

そ
の
結
果
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

（
50
）

（
51
）
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1
、
学
校
教
育
と
徴
兵
制
の
影
響

明
治
中
後
期
の
大
黒
屋
で
は
一
三
〜
一
五
歳
の
小
学
校
卒
業
生
の
み
を

採
用
し
、
商
業
実
務
や
専
門
知
識
の
修
得
は
店
内
で
の
教
育
訓
練
に
委
ね

ら
れ
た
。
年
齢
の
目
安
と
し
て
は
一
三
歳
で
入
店
、
五
年
間
の
教
育
訓
練

を
経
て
一
八
歳
で
元
服
、
徴
兵
検
査
前
の
二
〇
歳
（
満
一
九
歳
）
で
初
登

が
一
応
の
基
本
線
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
特
に
初
登
は
、
兵
役
義
務
の
あ

る
二
〇
代
の
店
員
に
は
修
業
の
機
会
が
激
減
し
た
た
め
、
商
人
と
し
て
の

基
礎
訓
練
終
了
の
証
と
し
て
重
要
度
を
増
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2
、「
登
り
」
の
制
度
の
形
骸
化

初
登
の
実
施
は
、
右
に
述
べ
た
他
に
再
勤
後
の
昇
進
の
足
掛
か
り
を
与

え
る
上
で
も
意
味
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
二
度
登
に
関
し
て
は
、
兵
役
の

服
役
期
間
を
二
度
登
の
年
限
に
含
め
た
こ
と
で
「
登
り
」
の
制
度
が
も
っ

た
本
来
の
意
味
―
昇
進
と
陶
汰
に
関
わ
る
役
割
―
を
失
わ
せ
た
。
さ
ら
に
、

番
頭
（
＝
店
頭
）
の
新
設
は
店
舗
責
任
者
の
低
年
齢
化
を
も
た
ら
し
、
そ

の
結
果
、
番
頭
（
＝
店
頭
）
の
退
役
登
は
従
来
の
三
度
登
よ
り
も
若
い
年

齢
で
実
施
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
三
度
登
の
事
実
上
の
廃
止
に
繋
が
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
登
り
」
の
制
度
は
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
形
骸
化
し
、

新
た
な
昇
進
制
度
の
策
定
に
繋
が
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

3
、
別
家
の
若
年
化

明
治
期
の
別
家
制
度
に
見
ら
れ
た
新
た
な
動
き
は
若
い
人
材
の
別
家
へ

の
取
り
込
み
で
あ
る
。
彼
ら
は
主
に
仕
入
業
務
の
担
当
と
し
て
営
業
活
動

の
最
前
線
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
兵
役
義
務
の
あ
る
不

安
定
な
二
〇
代
の
店
員
よ
り
も
、
確
か
で
信
頼
感
の
あ
る
人
材
の
確
保
と

店
へ
の
定
着
が
図
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
期
の
新
た
な
制
度
（
学
制
や
徴
兵
制
）
が
別
家
制
度

に
及
ぼ
し
た
影
響
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
新
た
な

産
業
の
叢
生
、
就
業
機
会
の
増
大
は
、
商
家
に
旧
来
の
雇
用
制
度
や
昇
進

制
度
の
見
直
し
を
促
し
、
別
家
制
度
を
改
革
す
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
も

う
か
が
え
た
。
明
治
期
の
こ
れ
ら
の
変
化
が
大
正
期
へ
ど
う
つ
な
が
っ
て

い
く
の
か
、
ま
た
、
若
手
の
別
家
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
も
検
証
を
加
え
、

従
来
の
別
家
と
の
職
務
分
担
や
地
位
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
積
み
残
し
た
課
題
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
別
稿
を

期
し
た
い
。

　

注
（
1
）
大
正
期
の
別
家
制
度
に
関
し
て
は
、大
正
七
年
八
月
の
「
杉
浦
商
店
店
員

規
定
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
杉
浦
家
文
書
」
整
理
番
号
四
三
五
）

に
別
家
の
項
目
が
あ
り
、
こ
の
頃
ま
で
別
家
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の

は
確
か
で
あ
る
。

（
2
）
拙
稿
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
1
）」『
社
会
科
学
』（
同

志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七
八
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。
拙
稿

「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制
度
（
2
）
―
勤
番
に
関
す
る
検
討
―
」

『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
七
九
号
、
二
〇
〇
七

年
一
〇
月
。
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（
3
）
明
治
一
六
年
ま
で
を
明
治
初
期
と
し
た
の
は
杉
浦
家
家
内
の
事
情
に
よ

る
。
す
な
わ
ち
、
大
黒
屋
七
代
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
為
に
は
三
人
の
男
子
が

あ
り
、
長
男
利と
し
つ
ね用
（
八
代
目
）
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）、
実
弟
の
利
貞

（
七
代
目
の
次
男
。
九
代
目
）
に
家
督
を
譲
渡
し
て
洛
北
に
隠
居
し
、ま
た
、

実
弟
利
永
（
七
代
目
の
三
男
）
は
分
家
杉
浦
次
郎
右
衛
門
家
の
三
代
目
当

主
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
利
永
が
明
治
一
六
年
一
一
月
に
病
死
し

た
た
め
、
同
一
七
年
に
利
用
一
家
は
隠
居
所
を
引
き
払
っ
て
三
条
の
杉
浦

家
本
宅
に
戻
り
、
杉
浦
家
家
内
の
様
子
が
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う

な
杉
浦
家
の
家
内
事
情
に
よ
り
明
治
一
六
年
ま
で
を
一
区
切
り
と
し
た
。

（
4
）
大
黒
屋
初
代
は
内
海
清
兵
衛
と
言
う
人
物
で
、
杉
浦
美
喜
と
の
結
婚
後

杉
浦
に
改
姓
。
二
代
目
は
内
海
家
の
本
家
に
あ
た
る
坂
江
五
郎
兵
衛
家
の

四
男
吉
右
衛
門
が
継
い
で
三
郎
兵
衛
と
改
名
し
、
そ
れ
以
降
、
大
黒
屋
の

当
主
は
代
々
杉
浦
三
郎
兵
衛
を
名
乗
る
。（
内
海
家
や
坂
江
家
に
つ
い
て

は
、藤
田
彰
典
「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
出
自
と
系
譜
」『
京
都
文
化

短
期
大
学
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
八
八
年
。
に
詳
し
い
。）

（
5
）
杉
浦
利
貞
は
明
治
八
年
九
月
に
上
京
総
区
長
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
一
二
年

郡
区
町
村
編
成
法
に
よ
る
上
京
区
長
に
就
任
。
同
二
二
年
四
月
退
職
。

（
6
）
今
回
の
調
査
期
間
（
明
治
一
七
〜
四
五
年
）
の
う
ち
欠
冊
の
箇
所
は
、明

治
一
七
年
の
一
〜
一
二
月
、
同
二
三
年
・
二
四
年
・
二
七
年
・
二
九
年
・

三
〇
年
の
七
〜
一
二
月
、
同
三
一
年
一
〜
一
二
月
、
同
三
二
年
一
〜
六
月
、

同
四
〇
年
一
〜
一
二
月
で
あ
る
。

（
7
）
補
足
資
料
と
し
て
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
『
杉
浦
家
歴
代

日
記
』、
及
び
、「
竹
下
氏
旧
蔵
京
都
関
係
文
書
」（
館
古
５
３
０
）
の
う
ち

杉
浦
家
関
連
の
日
記
類
。
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
杉
浦

家
文
書
」
に
含
ま
れ
る
日
記
の
仮
記
を
利
用
し
た
。

（
8
）
大
阪
店
は
明
治
一
三
年
五
月
に
売
却
さ
れ
て
お
り
、
閉
店
時
期
は
そ
れ

以
前
と
見
ら
れ
る
が
時
期
は
現
時
点
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
大
阪
店
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
杉
浦
大
黒
屋
大
坂
店
に
関
す
る
一
考
察
―
大
坂
に
お

け
る
家
屋
敷
の
所
有
と
そ
の
利
用
―
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文

科
学
研
究
所
）
第
四
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
五
月
。
参
照
。

（
9
）
大
黒
屋
で
は
京
都
店
の
東
隣
に
久
甫
堂
（
明
治
六
年
三
月
二
五
日
開
店
）

と
い
う
「
西
洋
店
」
を
開
設
。
明
治
一
一
年
四
月
に
は
洋
物
商
の
鑑
札
を

受
け
る
が
、
同
一
三
年
五
月
に
鑑
札
を
返
上
し
て
閉
店
し
た
。

（
10
）
店
裏
の
奉
公
人
に
は
裏
女
、
下
女
、
下
婢
な
ど
と
呼
ば
れ
た
女
子
奉
公

人
が
含
ま
れ
る
が
、
雇
用
形
態
が
異
な
る
の
で
本
稿
の
検
討
か
ら
は
除
い

た
。
彼
女
た
ち
は
本
家
杉
浦
三
郎
兵
衛
家
と
分
家
杉
浦
次
郎
右
衛
門
家
に

住
み
込
み
で
勤
務
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
主
一
家
の
家
事
全
般
を
担
当
し
た
。

乳
幼
児
の
育
児
を
担
当
し
た
乳
母
も
裏
女
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

な
お
、
大
黒
屋
の
店
表
（
＝
店
舗
業
務
）
に
女
性
の
勤
務
が
確
認
で
き
る

の
は
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
、
職
種
は
東
京
店
の
交
換
手
（
一
名
）
で

あ
る
。

（
11
）
拙
稿
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
雇
用
と
昇
進
―
江
戸
後
期
〜
明
治
初

期
」（
安
岡
重
明
編
著
『
近
代
日
本
の
企
業
者
と
経
営
組
織
』
同
文
舘
出
版
、

二
〇
〇
五
年
）
二
六
五
頁
。

（
12
）
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
「
杉
浦
家
文
書
」
の
う
ち
の
次
の
も
の
を

利
用
し
た
。
整
理
番
号
２
５
「
寛
政
元
年
己
酉
一
一
月　

婚
義
始
終
之
記

録
」、整
理
番
号
２
２
「
文
化
六
己
巳
年　

宗
仲
禅
定
門
遺
物
記
録
」、整
理

番
号
７
９
「
文
政
二
己
卯
年　

宗
義
居
士
遺
物
記
録
」、整
理
番
号
１
８
１

「
天
保
六
年
二
月　

婚
姻
諸
方
賀
品
贈
答
」、
整
理
番
号
７
０
「
弘
化
四
年

丁
未
夏
五
月
二
十
五
日　

恵
観
院
百
五
十
年
忌
諸
事
」、
整
理
番
号
９
０
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「
嘉
永
四
庚マ
マ

亥
霜
月　

稲
田
氏
結
納
之
諸
事
・
阿
里
入
家
諸
祝
儀
之
事
」、

整
理
番
号
２
１
１
「
安
政
五
年
九
月　

宗
仲
様
五
十
年
忌
御
法
事
」、
整

理
番
号
１
６
６
「
慶
応
三
年
八
月　

妙
仲
禅
定
尼
五
十
回
忌
諸
用
」、
整

理
番
号
２
１
「
明
治
元
年
戊
辰
冬
十
一
月
二
日　

宗
義
居
士
五
十
年
忌
御

仏
事
」、
整
理
番
号
９
２
「
明
治
五
年
二
月　

真
統
院
百
五
十
年
忌
諸
事
」、

整
理
番
号
5
「
明
治
二
十
四
年
辛
卯
二
月
十
六
日　

宗
行
居
士
百
年
忌
御

仏
事
、
二
月
引
上　

妙
行
禅
定
尼
五
十
年
忌
御
仏
事
」、
整
理
番
号
１
７
５

「
明
治
三
十
年
丁
酉
五
月　

恵
観
院
二
百
年
忌
諸
事
」、
整
理
番
号
3
「
明

治
三
十
六
年
癸
卯
年
三
月　

貞
享
禅
定
尼
遺
物
記
録
」、整
理
番
号
１
４
１

「
明
治
四
十
二（
マ
マ
。四
十
一
の
誤
カ
）

年
戊
申
九
月　

宗
仲
禅
定
門
百
回
忌
法
事
諸
用
」、
整
理
番

号
２
１
６
「
大
正
元
年
十
月　

宗
用
禅
定
門
遺
物
仮
記
録
」、
整
理
番
号

５
８
「
大
正
六
年
六
月　

妙
仲
様
百
回
忌
・
宗
用
様
十
七
回
忌
御
法
事
仮

記
」、整
理
番
号
１
３
２
「
大
正
十
一
年
二
月
八
日　

真
統
院
本
誉
常
固
道

有
居
士
二
百
回
忌
仮
記
」。

（
13
）
前
掲
、
注
11
。
二
五
四
〜
五
頁
の
図
8
・
1
参
照
。

（
14
）「
日
本
三
府
五
港
豪
商
資
産
家
一
覧
」（
明
治
二
〇
年
七
月
）
に
は
、
京

都
の
五
万
円
以
上
の
資
産
家
の
中
に
「
呉
服
商　

杉
浦
三
郎
兵
衛
」
の
名

が
あ
る
。（
出
所
、『
明
治
期
日
本
全
国
資
産
家
地
主
資
料
集
成
4
』
柏
書

房
、
一
九
八
四
年
。
二
五
頁
）。

（
15
）
拙
稿
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
京
店
の
店
員
組
織
・
職
制
・
昇
進
―
江

戸
後
期
の
事
例
か
ら
ー
」『
社
会
科
学
』（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）

第
七
二
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月
。

（
16
）
拙
稿
「
幕
末
期
の
杉
浦
大
黒
屋
―
江
戸
後
期
と
の
比
較
検
討
―
」『
同
志

社
商
学
』
第
五
六
巻
第
五
・
六
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。

（
17
）
前
掲
、
注
11
。

（
18
）
前
掲
、
注
16
。
七
四
〇
頁
の
第
2
表
、
お
よ
び
七
六
一
頁
参
照
。

（
19
）
前
掲
、
注
11
。
二
五
六
頁
の
表
8
・
1
参
照
。

 

〔
補
足
〕江
州
高
島
郡
が
大
黒
屋
の
奉
公
人
供
給
地
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い

て
：
近
江
商
人
や
伊
勢
商
人
が
本
家
の
所
在
地
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら

奉
公
人
を
雇
用
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
近
江
商

人
研
究
に
豊
富
な
業
績
の
あ
る
上
村
教
授
は
、
人
物
に
対
す
る
情
報
入
手

や
身
元
調
査
が
行
き
届
く
点
、
不
祥
事
が
生
じ
た
際
の
処
置
が
容
易
で
未

然
に
防
ぐ
圧
力
に
も
な
っ
た
点
、
奉
公
人
同
士
の
融
和
が
図
れ
る
点
等
を

指
摘
さ
れ
、
各
地
に
出
店
を
持
つ
近
江
商
人
に
と
っ
て
本
家
の
所
在
地
周

辺
か
ら
奉
公
人
を
雇
用
す
る
こ
と
が
、
出
店
の
経
営
を
委
任
す
る
に
足
る

信
頼
で
き
る
人
物
の
確
保
と
い
う
目
的
に
最
も
適
合
的
な
方
法
で
あ
っ
た

と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
江
戸
に
出
店
を
持
つ
伊
勢
商
人
に
も
共

通
す
る
。（
上
村
雅
洋
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』
清
文
堂
出
版
、二
〇
〇
〇

年
。
五
八
五
〜
六
頁
）。
京
都
に
本
店
を
置
き
江
戸
に
出
店
を
も
っ
た
大

黒
屋
の
場
合
も
、
同
様
の
理
由
で
高
島
郡
を
奉
公
人
供
給
地
と
し
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
黒
屋
と
近
江
商
人
の
違
い
は
、
杉
浦
家
が

創
業
後
間
も
な
く
京
都
に
本
家
を
置
い
た
点
に
あ
る
。
既
述
（
注
4
）
の

大
黒
屋
初
代
内
海
清
兵
衛
は
江
州
高
島
郡
太
田
村
の
出
身
で
、
二
代
目
を

出
し
た
坂
江
家
も
同
所
に
在
住
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
創
業
期
の
大
黒
屋

の
奉
公
人
は
初
代
清
兵
衛
や
二
代
三
郎
兵
衛
の
知
音
や
地
縁
を
頼
っ
て
高

島
郡
周
辺
か
ら
雇
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
け
れ
ど
も
、
杉
浦
家

が
京
都
を
本
拠
と
し
た
こ
と
で
、
親
類
の
坂
江
家
は
高
島
郡
に
在
村
し
た

と
は
い
え
、
高
島
郡
と
の
繋
が
り
は
薄
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な

ぜ
江
州
高
島
郡
が
長
期
に
わ
た
り
大
黒
屋
の
主
要
な
奉
公
人
供
給
地
で
あ

り
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
大
黒
屋
に
お
け
る
別
家
の



 社会科学　第 41 巻  第 1号 18

居
住
地
の
規
定
を
指
摘
し
た
い
。
江
戸
後
期
の
大
黒
屋
に
は
、
新
た
に
別

家
と
な
っ
た
者
に
対
し
別
家
後
の
住
居
を
京
か
在
所
の
ど
ち
ら
か
に
定
め

る
と
い
う
取
決
め
が
あ
っ
た
。
創
業
以
来
、
大
黒
屋
の
奉
公
人
は
高
島
郡

と
そ
の
周
辺
地
域
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
別
家
後
の
住
居
と
し
て

「
在
所
」
を
選
択
し
た
場
合
、
高
島
郡
内
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
居
を
構

え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
別
家
の
子
弟
は
大
黒
屋
に
奉
公
に
あ
が
る

こ
と
を
慣
わ
し
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
入
店
後
順
調
に
昇
進
し
、
別
家

と
な
っ
て
住
居
を
在
所
と
す
れ
ば
再
び
高
島
郡
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
繰
り
返
し
が
高
島
郡
内
に
お
け
る
大
黒
屋
の
別
家
数
の
漸
増
に
つ
な

が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
別
家
の
子
弟
以
外
か
ら
も
奉
公
人
は
採
用
さ
れ
た

が
、
そ
れ
ら
は
身
元
保
証
の
確
実
性
を
期
す
た
め
大
部
分
が
別
家
衆
の
親

類
縁
者
や
知
り
合
い
の
子
弟
、
も
し
く
は
出
入
衆
（
＝
大
黒
屋
に
出
入
り

を
許
さ
れ
た
小
商
人
や
職
人
）
の
子
弟
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
出
身

地
も
自
ず
と
限
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
別
家
に
対
す
る
居
住
地
の
規
定
が

高
島
郡
内
に
大
黒
屋
の
別
家
を
増
や
し
、
さ
ら
に
、
上
村
教
授
の
指
摘
さ

れ
た
近
江
商
人
に
お
け
る
「
本
家
の
機
能
」
を
こ
れ
ら
の
別
家
達
が
果
た

し
た
こ
と
が
、
奉
公
人
の
高
島
郡
出
身
者
の
集
中
と
い
う
特
色
を
生
み
出

し
た
要
因
と
考
え
る
。
な
お
、
大
黒
屋
の
別
家
数
、
別
家
の
種
類
、
居
住

地
の
規
定
に
関
し
て
は
注
2
の
拙
稿
「
京
都
商
人
杉
浦
大
黒
屋
の
別
家
制

度
（
1
）」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）
前
掲
、
注
11
。
二
五
四
頁
。

（
21
）・（
22
）
学
齢
児
童
の
男
子
の
就
学
率
は
、
明
治
六
年
に
は
三
九
・
九
％

（
女
子
を
含
め
た
平
均
就
学
率
二
八
・
一
％
）
で
あ
る
が
、
一
六
年
に
は

六
九
・
三
％
（
同
、五
三
・
一
％
）
に
上
昇
す
る
。
し
か
し
、一
七
年
以
降
は

経
済
不
況
の
深
刻
化
に
よ
り
就
学
率
が
低
下
し
、一
八
年
に
は
六
五
・
八
％

（
同
、
四
九
・
六
％
）、
二
三
年
は
六
五
・
一
％
（
同
、
四
八
・
九
％
）
と
な

る
。
こ
の
間
、
明
治
一
九
年
の
小
学
校
令
で
小
学
校
を
高
等
科
四
年
と
尋

常
科
四
年
に
分
け
、
尋
常
科
四
年
を
義
務
教
育
と
し
、
さ
ら
に
、
日
清
戦

争
（
明
治
二
七
〜
八
年
）
後
、
国
民
皆
教
育
が
叫
ば
れ
尋
常
小
学
校
に
二

カ
年
の
補
習
科
を
付
設
す
る
学
校
が
増
え
た
。
就
学
率
も
三
〇
年
に
は
男

子
八
〇
・
七
％
に
上
昇
し
た
。
三
三
年
（
男
子
の
就
学
率
九
〇
・
六
％
）
の

小
学
校
令
で
義
務
教
育
四
年
制
が
確
立
し
、
四
一
年
（
男
子
の
就
学
率

九
八
・
七
％
）
四
月
に
は
尋
常
小
学
校
六
カ
年
の
義
務
教
育
が
実
施
さ
れ

る
（
出
所
、『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
、
文
部
省
、
一
九
七
二
年
。
第
一
章

お
よ
び
、
第
二
章
）。
し
か
し
、
本
稿
の
検
討
対
象
期
間
に
は
ま
だ
六
カ

年
の
義
務
教
育
修
了
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
大
黒
屋
の
明
治

一
七
〜
四
五
年
ま
で
の
新
入
店
者
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
の
尋
常
科
を
終

え
た
一
三
才
頃
、
次
に
補
習
科
を
終
え
た
一
五
才
頃
が
奉
公
の
開
始
時
期

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
大
丸
で
も
、「
義
務
教
育
が
布
か
れ

て
か
ら
は
、
四
年
制
で
あ
っ
た
尋
常
小
学
校
卒
業
者
に
限
り
、
高
等
小
学

校
出
身
は
採
用
し
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。（
出
所
、『
大
丸
二
百
五
十
年

史
』
㈱
大
丸
発
行
、
一
九
六
七
年
。
五
七
頁
。）

（
23
）
前
掲
、
注
16
。
七
四
〇
頁
の
第
3
表
、
お
よ
び
七
六
一
頁
参
照
。

（
24
）
前
掲
、
注
11
。
二
五
五
頁
。

（
25
）
江
戸
期
の
出
替
り
期
は
、
一
季
奉
公
は
春
、
半
季
奉
公
は
春
秋
二
回
で

江
戸
で
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
よ
り
三
月
五
日
、
九
月
五
日
に
定
め

ら
れ
た
。
幕
末
期
と
明
治
初
期
に
見
ら
れ
た
二
つ
の
山
は
江
戸
期
以
来
の

出
替
り
期
に
奉
公
人
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
26
）
海
後
宗
臣
監
修
『
日
本
近
代
教
育
史
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
。

二
二
六
頁
。
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（
27
）（
28
）
前
掲
、『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
、
三
一
八
頁
。

（
29
）
前
掲
、『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
、
一
八
〇
頁
。

（
30
）
大
黒
屋
で
は
、
明
治
一
〇
年
一
二
月
に
京
都
で
夜
学
が
開
業
さ
れ
た
の

に
伴
い
小
者
五
名
を
入
校
さ
せ
て
い
る
。
当
時
の
夜
学
は
初
等
・
中
等
・

高
等
の
三
級
に
分
け
、
毎
夜
七
時
開
始
一
〇
時
終
了
と
い
う
も
の
で
、
読

物
・
算
術
・
習
字
の
三
科
は
毎
夜
一
時
間
宛
。
読
物
は
中
等
で
府
県
名
・

郡
名
・
諸
府
令
書
、
上
等
で
地
理
初
歩
・
三
史
略
等
の
歴
史
類
、
算
術
は

珠
算
を
加
え
る
こ
と
随
意
、
習
字
は
京
都
町
名
・
苗
字
抄
・
私
用
文
・
諸

証
券
類
が
あ
り
作
文
も
兼
ね
、
官
途
必
携
・
憲
法
類
編
も
読
ま
せ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
（『
京
都
府
教
育
史
』
上　

第
一
書
房
、
一
九
八
三
年
。

四
二
九
頁
）。

（
31
）『
高
島
屋
百
年
史
』
一
九
四
一
年
。
八
三
〜
四
頁
。

（
32
）
前
掲
、
注
15
。
五
頁
。

（
33
）
前
掲
、
注
11
。
二
五
八
頁
。

（
34
）『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
一
月
一
〇
日
の
徴
兵
令
で
、満
二
〇
歳
に
な
っ

た
男
子
は
徴
兵
検
査
を
受
け
て
、
合
格
す
る
と
現
役
兵
と
し
て
入
営
す
る

か
、
も
し
く
は
補
充
兵
に
組
み
込
ま
れ
た
。

（
35
）『
法
令
全
書
』
明
治
九
年
四
月
一
日
、太
政
官
布
告
四
一
号
「
自
今
満
弐

拾
年
ヲ
以
テ
丁
年
ト
相
定
候
條
此
旨
布
告
候
事
」。

（
36
）江
戸
期
に
四
度
登
が
一
例
見
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

（
37
）
支
配
役
の
退
役
者
以
外
で
も
、
規
定
の
年
限
を
勤
め
て
別
家
と
な
る
こ

と
を
許
さ
れ
自
分
家
業
を
営
ん
だ
者
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
江
戸
後

期
に
は
数
名
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
明
治
期
に
独
立
経
営
者
と
な
っ

た
者
は
店
頭
を
退
役
し
た
後
、
自
営
の
道
を
進
ん
だ
。

（
38
）『
日
記
』
明
治
三
二
年
一
二
月
一
日
の
条
で
は
、店
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
新
た
な
取
極
め
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
登
り
」
の
年
限
に
つ
い
て
も
そ
の

中
で
話
し
合
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
39
）
明
治
六
年
一
月
一
〇
日
に
出
さ
れ
た
徴
兵
令
で
は
、
官
吏
や
医
学
生
等

に
は
兵
役
が
免
除
さ
れ
た
が
、
免
除
の
対
象
者
に
は
一
家
の
主
人
・
嗣
子
・

独
子
独
孫
・
養
子
等
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
代
人
料
二
七
〇
円
を
支
払
っ
た

者
も
兵
役
を
免
除
さ
れ
た
が
、
商
家
の
店
員
で
こ
の
方
法
を
と
っ
た
者
は

い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

（
40
）『
杉
浦
家
歴
代
日
記
』（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
明
治
七
年
九
月

五
日
の
条
。

（
41
）『
法
令
全
書
』
明
治
一
二
年
一
〇
月
二
七
日
、
太
政
官
布
告
第
四
六
号
。

（
42
）『
法
令
全
書
』
明
治
一
六
年
一
二
月
二
八
日
、
太
政
官
布
告
第
四
六
号
。

（
43
）
六
〇
歳
以
上
の
嗣
子
、
承
祖
の
孫
、
戸
主
、
官
立
公
立
学
校
教
員
、
官

立
大
学
・
学
校
本
科
生
徒
な
ど
に
徴
集
が
猶
予
さ
れ
た
。

（
44
）『
法
令
全
書
』
明
治
二
二
年
一
月
二
二
日
、
法
律
第
一
号
。

（
45
）
前
掲
、
注
1
。
大
正
七
年
八
月
の
「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」。

（
46
）
畑
富
吉
『
五
十
年
前
の
思
い
出
を
語
る
』
一
九
六
四
年
、
ハ
タ
ト
ヨ
機

料
株
式
会
社
発
行
。
九
五
頁
。
こ
の
本
は
、
初
代
畑
豊
吉
が
明
治
三
〇
年
、

京
都
西
陣
に
お
い
て
家
業
の
帯
地
織
物
業
か
ら
転
業
し
て
機
道
具
屋
（
機

料
店
）
を
創
業
し
、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
畑
富
吉
が
青
少
年
期
に
あ
た
る

明
治
期
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
47
）
日
清
戦
争
（
明
治
二
七
〜
二
八
年
）
に
関
し
て
は
、『
日
記
』
の
明
治

二
七
年
七
〜
一
二
月
分
が
欠
冊
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
出
征
し
た

店
員
が
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
。

（
48
）
前
掲
、
注
1
。「
杉
浦
商
店
店
員
規
定
」（
大
正
七
年
八
月
一
日
）
の
第
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六
条
に
、「
兵
役
任
務　

兵
役
義
務
者
ニ
ハ
入
営
ノ
際
規
定
ノ
一
時
金
ヲ
給

与
シ
入
営
中
ハ
無
給
ナ
レ
ド
モ
満
期
帰
店
後
ハ
従
前
ノ
席
位
ニ
復
ス
」
と

あ
り
、
兵
役
を
終
え
た
店
員
は
入
営
前
と
同
じ
地
位
で
職
場
に
復
帰
す
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
登
り
」の
年
限
に
対
す
る
配
慮
か
ら
考
え
て

も
、
明
治
期
も
同
様
の
扱
い
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
49
）
明
治
四
一
年
二
月
の
東
京
石
町
店
の
友
岡
新
蔵
の
例
。

（
50
）
江
戸
後
期
の
大
黒
屋
の
仕
入
役
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
注
15
。
一
六
〜

一
七
頁
参
照
。

（
51
）
前
掲
、『
杉
浦
家
歴
代
日
記
』
明
治
一
四
年
一
一
月
二
五
日
の
条
、
お
よ

び
『
日
記
』
明
治
一
四
年
一
一
月
二
四
日
の
条
。


